
次世代育成支援に関する   

先行して取り組むべき   

制度的課題について  

《 参考資料 》  

※ 第1回少子化対策特別部会資料3－2   

※ 第1回提出資料中16、18及び19ページの一般車業主行動計画  

の策定・届出、認定及び公表の状況について、時点修正したもの   



次世代育成支援に関係する制度の現状  
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所（22，848か所、202万人）（19．4．1現在）  

放課後  

児童クラブ  
6，685か所、74．9  

・延長保育（8，976か所〈民間保育所〉）  

・休日保育（798か所）  

・乳幼児健康支援一時預かり（派遣型含む688か所  
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地域   放課後子ども教室  
（18年度までは地域子ども教室推進  

事業、文部科学省）  

地域子育て支援  

・子育て支援の拠点整備  
つどいの広場（694か所）  

地域子育て支援センター（3月6か所）  

・一時・特定保育（7，580か所）  

・ファミリー・サポートセンター細0か所）  

・育児支援家庭訪問事業（捌市町村）   

幼 稚 園   

（文部科学省）  318か所、参加子ども数2∫109万人（  ベ））  

13，723か所、171万人）  
（19．5．1現在）  

・児童館（4，716か所）（17101現在）  

・学齢児と乳幼児の触れあい   

※特記ないものは平成18年度実績  

母 子 保 健 サ ー ビ ス  

休業取得期間に対して休業前賃金の  

40％（19年10月からは50％）が支給   

〔現金給付〕  



包括的な次世代育成支援の制度的枠組みの構築  

多様な子育て支援のニーズ  

一  
就  

家庭における子育ての支   

子育てに関する   身近な場所に、   用事や育児疲  勤務時間に応じ  育児休業等と  

不安や悩みの  育児相談・親   れ解消のための  た柔軟な保育  つながる円滑な  

相談機能  子の交流の場  一時保育の場  サービス  保育所への入所  

多様で弾力的な  

保育サービス  

家庭的保育（保育マ  

マ）  

の充実、仕組みの検  
討  

地域子育て支援の  

基本メニューの面的な展開  

①すべての子育て家庭に対する「全戸訪問」  

②子育て中の誰もが利用できる「地域子育て支援拠   

点」  

③専業主婦（夫）や育児休業中の者のニーズにも対   

応する「一時預かり」  

④特に困難な状況を抱える家庭に対する「訪問支   

援」などの継続的な支援  

保育所における  

保育   

事業所内保育施設  

地域での活用  

児童  



就学前児童が育つ場所（平成19年）  

03歳以上児のかなりの部分（4歳以上児はほとんど）が保育所又は幼稚園に入所  

03歳未満児（0～2歳児）で保育所に入所している割合は約2割  

100％   

90％   

80％   

70％   

60％   

50％   

40％   

30％   

20％   

10％  

0％  

園 

所  等 庭稚育 家幼保 □ □ □  

0歳児  1歳児   2歳児  3歳児 4歳以上児  

就業継続の希望の増加に伴うサービス基盤の整備  

多様な働き方に対応した弾力的なサービス供給  

ワークライフバランスを実現していく中で、男女を通  

じた家庭における子育てへの支援  

量的には幼保合わせればかなりの部分をカバー  

親の就労形態に柔軟に対応できるよう「認定こど  

制度も整備  
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子育て世代の女性の労働力率と  
認可保育サービス利用割合（3歳未満児）  

日本   フランス   スウェーデン   ドイツ   

女性労働力率  
（2005）  

25～29歳   71．6％   78．4％   83．2％   73．5％  

30～34歳   61．6％   78．9％   84．6％   74．4％  

35～39歳   62．3％   81．4％   88．1％   78．7％  

（うち有                                   己偶）  

25～29歳   48．4％   72．4％   78．8％   58．7％  

30～34歳   48．1％   74．6％   83．1％   64．8％  

35～39歳   54．5％   78．9％   88．6％   73．3％   

3歳未満児のうち認  20％（2006）   42％（2004）   44％（2004）   14％（2006）  
可された保育サー  

ビスを利用する者  

の割合  旧西独8％ 旧東独39％  

就学前保育施設   

※このほか、2歳児の 26％が幼稚園の早 期入学を利用   
保育所12％ 保育ママ2％  

（資料）〈労働力率〉総務省統計局：国勢調査（日本）Eurostat：TheEuropeanUnionLabourForceSurvey（フランス、スウェーデン、ドイツ）  

〈保育サービス利用割合〉厚生労働省：福祉行政報告例（日本）Drees：L，accueiIco”ectifetencrechefaamiliafedesenfantsdemoinsde  

6ansen2004（フランス）StatistjcsSweden：StatisticalYearbookofSweden2006（スウェーデン）StatistischesBundesamt：  

PressemitteiJungvoml・Marz2007’E285000KinderurIter3JahreninTagesbetreuung”（ドイツ）  4   



保育所待機児童の現状  

○平成19年4月1日現在の待機児童数は′l万7，926人（4年連続で減少）  

○待機児童が多い地域の固定化  

態児童紬の約70－を占める 

力 

【保育所待機児童数と保育所定員の推移】 【保育所入所待機児童1万8千人の内訳】  
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待機児童数と保育所定員の推移  

2千人  3千人  
l  
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9千人  

（待機児童全体の  

約5割）  

低年齢児  

（0～2歳児）  4千人   

平成川年 平成15年 平成16年 平成1了年 平成18年 平成19年  
特定市区町村（74か所）  そ寸  

※特定市区町村の待機児童数は、全待機児童数のうち約7割。  
※低年齢児の待機児童数は、全待機児童数のうち約7割。 5   



家庭的保育事業について  

【事業内容】   

保育士又は看護師の資格を有する家庭的保育者が、保育所と連携しながら、自身の居宅等において少数の主に3歳未満児   
を保育する。  

※ 平成12年度創設（僅差黒星担増lこ対応するため旦応急措置としての位置付け）  

【家庭的保育者の要件】  

・保育士又は看護師の資格を有する看であること。  

・現に養育する就学前児童又は介護の必要な者がいないこと  

【対象児童】   

主に3歳未満児  

【対象児童数】   

3人以下（別途「補助者」を雇用する場合については5人以下）  

【実施場所】   

家庭的保育者自身の居宅等市町村が適当と認めた場所  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ － － －■■■■－ － － － － － － － － － － 一－ － － － － － － － － － －，－ － － － － － － － －－ － － － － － － － － － － － － t － － －■ ■ － － － － ▼■ ▼■■ 一 一 ▼ 一■ ■ －－ ■ － ■ ■ ■ ■ － ■ － － － ■ －▲■■■  

「設備要件」   

・保育を行う部屋：9．9n了＋（3人を超えた利用児童数×3．3n了）   

・児童の遊戯等に適する広さの庭を有するか、又は公園・空き地・神社境内等の開かれた空間があること。   

・衛生的な調理設備を有すること。  

事業実施状況等の推移  

区分   14年度   15年度   16年度   17年度   18年度   

児童数（人）   102   99   313   276   319   

（保育ママ数（人））   （46）   （53）   （103）   （93）   （105）   

【参考】地方単独事業の実施状況（※）   

児童数（人）   1，413   1，501   1．381   1，509   1，405   

（保育ママ数（人））   （934）   （956）   （910）   （935）   （926）   

6   

※「地方自治体実施分（国庫補助対象も含む）－各年度の国庫補助実績」により推計  



家庭的保育実施の問題や課題（複数回答可）  

巡回指導や相談の体制  

家庭的保育者の募集をしても応募がない  

年度明けの家庭的保育利用児童の定員割れ  

家庭的保育者への研修  

保育者が休暇時の代替保育の整備   

認可保育所利用者と家庭的保育利用者への補助の格差是正  

利用希望者が少ない  

保育所へのスムーズな移行  

事故が起こった場合の責任や保障  

保育補助員の雇上責加算  

その他  

無回答  

0％   5％ 10％ 15％  20％  25％  3肌  35％  40％  45％  50％  

※ 子ども家庭総合研究所が平成19年1月～2月に人口10万人以上の都市及び東京都内の区市に対して行った調査の結果による。  
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家庭的保育を強化・充実するための条件（複数回答可）   

連携保育所と家庭的保育の連携を強化し、実効性あるも   

のにする   
国や地方自治体が、国が行っている事業（家庭的保育事   

業）の重要性をPRする  

児童福祉法に家庭的保育を制度として位置づける   

家庭的保育の保育者や利用者に必要な情報提供、相談   
窓口、助言・指導などを行うセンターを設置  

国が家庭的保育を運営するためのガイドラインを示す  

低年齢児に限らない家庭的保育を強化する  

家庭的保育者を複数制にする  

家庭的保育の有用性を明らかにするデータを示す   

保育所運営型の家庭的保育の実施や、家庭へ保育士派遣  

その他  

無回答  

加
 
鞭
 
 

40％   35％  0％  5％   10％   15％  20％  25りら  30％   

※ 子ども家庭総合研究所が平成19年1月～2月に人口10万人以上の都市及び東京都内の区市に対して行った調査の結果による。  
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生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）【実施主体＝市区町村】   



地域子育て支援拠点事業（平成19年度より）  

児 童 館 型  
（「民間児童館活動事業」の中で実施）  

ひ ろ ば 型  セ ン タ ー 型  

地域の子育て支書評育葡  
常設のつどいの場を設け、地域の子育て   子育て全般に関する享  

機能  
支援機能の充実を図る取組を実施   点として機能すると≠  

1南   

実施 主体  市町村（特別区を含む。）社会福祉法人、  NPO法人、民間事業∃   
基本   

（刀子育て親子の交流の  場の提供と交流の促運   

事業   ③地域の子育て関連情  報の提供  

施  

：①～④の事業を子育て親子が気軽に集い、1  ：：①～④の事業の実施に  
；うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に；  ：：や子育て支援活動を行  
＼交流を図る常設の場を設けて実施  ：  ● 一 地域に出向いた地域支  

ニ出張旦ろ」塞の実施1壷」墜杜直畳の場合を隆L）（ に 

実  
（既ひろば事業を実施している主体が、翌年度の常   

施   
ひろば開設のステップとして、遇1～2回出張ひろ  は   子育てサークルへの援  

を開設する場合に加算）   ； ②地域支援活動の中で、   
ると判断される家庭へ   

聖  」塾坦里子毒三通星組の実施迦差⊥   q〕中・高校生や大学生等ボランティアの日常的な受  外  

・養成の実施  
②世代間や異年齢児童との交流の継続的な実施  
③父親サークルの育成など父親のグループづくし  

促進する継続的な取組の実施  
④公民館、街区公園、プレーパーク等の子育て  

が集まる場に、職員が定期的に出向き、必要丈  
援や見守り等を行う取組の実施  

従事者  子育て支援に関して意欲があり、子育てに関   
する知識・経験を有する者（2名以上）   

保育士等（  

実施   公共施設空きスペース、商店街空き店舗、  保育所、医療施設等で；   
場所   民家、マンション・アパートの－室等を活  等で実施   ⊂＝コ   
開設  ′丁コ   

週3～4日、週5日、週6～7日、   
日数  

週5日  

国  1日5時間以上   1日5暗  

の収集・提供に努め  

門的な支援を行う拠  
民営の児童館内で一定時間、つどいの場  
を設け、子育て支援活動従事者による地  
域の子育て支援のための取髄を実施  

二、地域支援活動を  

者等への委託等も可  

②子育て等に関する相談・援助の実施  

④子育て及び子育て支援に関する講習等の実  

加え、地域の関係機関 ；  

う団体等と連携して、 ：  

′ ‾ ‾■ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾‘■‾ ‾ ‾ ●■ ■‾ ‾ ‾ ‾ ‾ － ‾ ‾ ‾ － ‾ ● ‾ ‾ ‾ ‾ 一－ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ヽ  

：櫛～④の事業を児童館の学齢児が来館す ：  

：る前の時間を活用し、子育て中の当事者 ：  

し や経験者をスタッフに交えて実施     ノ  

ニ地感但二王窟王立五島める取組の実施（加屋）   
○ひろばにおける中・高校生や大学生等ボランティア  

日常的な受入・養成の実施  

を実施     ノ  

に  の  

等の地域支援活動を実施  
より重点的な支援が必要であ  
の対応  

：子育て支援に関して意欲があり、子育てに関する知識  
・経験を有する者（1名 l  以上）に児童館の職員が協力して  

実施するほか、公共施設  
児童館   

週3日以上  

1日3時間以上  

※地域子育て支援センター（小規模型）については、3年間の経過措置期間内（平成21年度末まで）に、ひろば型かセンター型へ移行   
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一時保育促進事業   

専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や入院等に伴う一時的な保育など、需要に応じた保育サービス  
を提供することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。  
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各種子育て支援サービスの利用状況  
○ 各種子育て支援サービスの利用状況を見ると、年代によって多少のバラツキがあるが、  

全体的に利用したことのある人の割合が低い。  

○子どもが0歳の時に利用したサービス  

0％  10％  20％  

○子どもが1～2歳の時に利用したサービス  
3Cl％  0％  10％  20％  30％  

1～2歳  

9歳以上  
9歳以上  

（資料）厚生労働省「社会保障に関する公私機能分担調査報告書」（平成15年）12   




